
環境アセスメントに係るお知らせ 
令和６年５月７日 

川崎市環境影響評価に関する条例（以下、「条例」と表記。）第２２条第２項に基づき堤根処理センター整

備事業に係る条例見解書の写しの縦覧を次のとおり行います。 
※「条例見解書」とは、条例環境影響評価準備書に係る市民意見等に対する指定開発行為者の見解を示したも
のです。 
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指定開発行為者 川崎市 川崎市長 福田 紀彦 

名 称 堤根処理センター整備事業 

種 類 
都市計画法第４条第１２項に規定する開発行為（第３種行為） 

廃棄物処理施設の新設（一般廃棄物処理施設の新設）（第１種行為） 

実施区域 川崎市川崎区堤根５２番及び川崎市幸区柳町７４番３ 

目 的 堤根処理センターの老朽化に伴う施設の整備 

内 容 

敷地面積：約 26,000 ㎡（準工業地域） 

建築面積：約 9,240 ㎡ 

処理能力：ごみ焼却処理施設（500ｔ/24h） 

施行期間 令和７年１０月～令和１７年９月 
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縦覧期間 
令和６年５月７日（火）～令和６年５月２１日（火） 
縦覧場所ごとの時間、曜日は次項をご覧ください。 
期間中は本市ホームページにて見解書の内容を御覧になれます。 

縦覧場所及び時間 

川崎市：川崎区役所(３階)・田島支所(１階)・幸区役所(１階)・環境局環境評
価課(市役所第２０階) 

    午前８時３０分～午後５時（環境局環境評価課は午後５時１５分ま
で）。土・日曜日は除く。ただし幸区役所では第２土曜日の午前８時
３０分～午後０時３０分も行います。 

横浜市：横浜市みどり環境局環境影響評価課・鶴見区役所 
午前８時４５分～午後５時（みどり環境局環境影響評価課は午後５時
１５分まで）。 
土・日曜日は除く。 

※全ての縦覧場所で縦覧開始日は、午前 10時から縦覧を行います。 

条例環境影響評価準備書

等に関する公聴会（以下

「条例公聴会」）の開催

について 

市長は、意見を述べたい旨の申出があった場合で必要があると認めるとき
は、条例公聴会を開催します。開催する場合は、開催日の１４日前までにそ
の旨を公告及び周知いたします。 
条例公聴会は、６月２９日（土）日中の開催を予定しています。 
条例公聴会については、各縦覧場所の図書に備えられている意見を述べたい
旨の申出書、もしくはホームページをご覧ください。 

条例公聴会において 

意見を述べたい旨の申出
の提出について 

申出書の記載内容（申出書の様式）及び申出ができる方は、条例及び公聴会
に関する事務取扱要綱で規定されています。  
詳しくは、各縦覧場所の図書に備えられている意見を述べたい旨の申出書、
もしくはホームページをご覧ください。 

ホームページ 

ホームページから見解書の閲覧、公聴会で意見を述べたい旨の申出ができま
す。 
 
 
 
 
https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-2-12-1-0-0-0-0-0-0.html 

問合せ先 
川崎市環境局環境対策部環境評価課 
〒２１０－８５７７ 川崎市川崎区宮本町１番地 
電話：０４４－２００－２１５６ ＦＡＸ：０４４－２００－３９２１ 

https://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/29-2-12-1-0-0-0-0-0-0.html


関係地域の範囲（条例見解書より抜粋） 

関係地域の範囲は、本事業によって環境への影響を及ぼすおそれのある地域として、想定される大気質の影

響範囲とし、影響を及ぼすおそれのある地域とした範囲は、以下の根拠に基づき設定した。 

・排ガスの排出による大気質の最大付加濃度が出現する距離（半径約 900m）の２倍となる約 1.8k の範囲を

含む丁目 

市名 区名 関係町丁名 

川崎市 川崎区 

 

小田栄１丁目、小田１丁目、小田２丁目、小田３丁目、小田４丁目、駅前本町、砂子

１丁目、砂子２丁目、本町１丁目、本町２丁目、堀之内町、宮本町、東田町、日進

町、小川町、南町、堤根、下並木、池田１丁目、池田２丁目、京町１丁目、京町２丁

目、京町３丁目、渡田山王町、元木１丁目、元木２丁目、渡田新町１丁目、渡田新町

２丁目、渡田新町３丁目、渡田向町、渡田１丁目、渡田２丁目、渡田３丁目、渡田４

丁目、渡田東町、宮前町、新川通、境町、貝塚１丁目、貝塚２丁目、榎町、富士見１

丁目、富士見２丁目 

幸区 戸手本町１丁目、戸手本町２丁目、紺屋町、遠藤町、戸手４丁目、河原町、中幸町１

丁目、中幸町２丁目、中幸町３丁目、中幸町４丁目、幸町１丁目、幸町２丁目、幸町

３丁目、幸町４丁目、堀川町、柳町、大宮町、南幸町１丁目、南幸町２丁目、南幸町

３丁目、神明町１丁目、神明町２丁目、都町、塚越４丁目 

横浜市 鶴見区 佃野町、上末吉１丁目、上末吉２丁目、上末吉３丁目、下末吉１丁目、下末吉２丁

目、下末吉３丁目、下末吉４丁目、下末吉５丁目、下末吉６丁目、江ケ崎町、矢向１

丁目、矢向２丁目、矢向３丁目、矢向４丁目、矢向５丁目、矢向６丁目、市場上町、

市場東中町、市場西中町、市場下町、市場大和町、市場富士見町、尻手１丁目、尻手

２丁目、尻手３丁目、菅沢町、栄町通２丁目、栄町通３丁目、栄町通４丁目、平安町

１丁目、平安町２丁目、元宮１丁目、元宮２丁目、鶴見中央２丁目、鶴見中央３丁目 

 


